
１．異動が令和8年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和9年5月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

○提出先　　　〒807-1392　福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧2080番地2　鞍手町役場　税務保険課　課税係　　☎0949-42-2115（内線132）
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（新規の場合のみ記載）
１．必要　２．不要

２．一括徴収の場合
左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限分）

で納入します。
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１．異動が令和8年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和9年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため
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